
報告１ 

学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則等の一部改正について 

令和元(2019)年 11 月 12 日 教育委員会事務局総務課 

 

１ 改正の趣旨 

  民間企業及び国家公務員において時間外労働の上限規制等が導入されたこ

とに伴い、地方公務員においても、条例及び規則において超過勤務の上限等に

ついて定めることとされたことから、学校職員の勤務時間その他の勤務時間

に関する規則（以下「勤務時間規則」という。）等について、所要の改正を行

うもの。 

   

２ 改正の概要 

  ① 勤務時間規則 

時間外勤務命令を受けて行う超過勤務の上限は勤務月 45 時間、年 360

時間を原則とし、臨時的に特別な事情がある場合でも年 720 時間、月 100

時間未満、複数月平均 80 時間を限度に設定 

→ 教育職員の超過勤務 

教育職員の時間外勤務命令については、規則改正後も義務教育諸

学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第５条の

規定により、「超勤４項目※」の業務に従事させる場合であって、臨

時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ② その他の規則 

    以下の規則について、勤務時間規則の改正に伴う条ずれへの対応や所 

要の語句の整理を行う 

    ・ 県立学校管理規則 

・ 県立学校職員服務規程 

・ 公立学校職員の宿日直手当支給規則  

・ 栃木県公立学校職員の超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給 

に関する規則    

 

３ 施行期日 

  令和元(2019)年 11 月１日施行 

 

４ その他 

  現在、文科省において、公立学校における働き方改革を推進する観点から関

係法令の改正を予定しており、その動向を踏まえ、「超勤４項目」以外の自主

的・自発的な勤務及び校外での勤務（いわゆる「在校等時間」）の取扱い等に

ついて、引き続き検討していく。 

※ 超勤４項目 

１ 校外実習その他生徒の実習に関する業務 

２ 修学旅行その他学校の行事に関する業務 

３ 職員会議に関する業務 

４ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を 

必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務 
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。
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開
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掲
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。
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る
日
数
を
下
回
る
場
合
に

与
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
日
数
を
下
回
る
場
合
に

は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
付
与
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い

は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
付
与
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い

る
日
数
と
す
る
。

る
日
数
と
す
る
。

一

斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員

一

斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員

等
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

等
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
条
例
第
二
条
第
三
項

に
規
定
す
る
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
い
う
。
以
下

及
び
特
定
業
務
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
等

同
じ
。
）
及
び
特
定
業
務
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
等



（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
業
務
任
期
付
短
時
間

の
う
ち
、
一
週

勤
務
職
員
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
一
週

間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時

間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時

間
の
時
間
数
が
同
一
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

間
の
時
間
数
が
同
一
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）

二
十
日
に
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
の
一
週

じ
。
）

二
十
日
に
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
の
一
週

間
の
勤
務
日
の
日
数
を
五
日
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ

間
の
勤
務
日
の
日
数
を
五
日
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ

て
得
た
日
数

て
得
た
日
数

二

略

二

略

（
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

県
立
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
栃
木
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条次

の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
宿
日
直
）

（
宿
日
直
）

校
長
は
、
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
そ
の
他
の

校
長
は
、
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
そ
の
他
の

第
三
十
六
条

第
三
十
六
条

勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
栃
木
県
条
例
第
五

勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
栃
木
県
条
例
第
五

号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
正
規
の
勤
務
時
間

号
）
第
七
条
第
二
項

に
規
定
す
る
正
規
の
勤
務
時
間

以
外
の
時
間
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る

以
外
の
時
間
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る

休
日
若
し
く
は
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日

休
日
若
し
く
は
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日

ま
で
の
日
（
同
法
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
）
若
し
く

ま
で
の
日
（
同
法
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
）
若
し
く

は
同
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
代
休
日
を
指
定

は
同
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
代
休
日
を
指
定

さ
れ
て
当
該
休
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
を

さ
れ
て
当
該
休
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
を

勤
務
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
当
該
休
日
に
代
わ
る
代
休
日

勤
務
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
当
該
休
日
に
代
わ
る
代
休
日

又
は
国
の
行
事
の
行
わ
れ
る
日
で
教
育
委
員
会
が
指
定
す

又
は
国
の
行
事
の
行
わ
れ
る
日
で
教
育
委
員
会
が
指
定
す

る
日
に
、
職
員
を
、
宿
日
直
員
と
し
て
勤
務
さ
せ
る
こ
と

る
日
に
、
職
員
を
、
宿
日
直
員
と
し
て
勤
務
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

２
～
５

略

２
～
５

略

（
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
の
一
部
改
正
）

県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
栃
木
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条次

の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
欠
勤
）

（
欠
勤
）

勤
務
時
間
等
条
例
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定

勤
務
時
間
等
条
例
第
七
条
第
二
項

に
規
定

第
十
四
条

第
十
四
条

す
る
正
規
の
勤
務
時
間
中
に
勤
務
し
な
い
こ
と
に
つ
き
、

す
る
正
規
の
勤
務
時
間
中
に
勤
務
し
な
い
こ
と
に
つ
き
、

承
認
が
あ
つ
た
場
合
を
除
く
ほ
か
、
欠
勤
と
す
る
。

承
認
が
あ
つ
た
場
合
を
除
く
ほ
か
、
欠
勤
と
す
る
。

２

略

２

略

（
公
立
学
校
職
員
の
宿
日
直
手
当
支
給
規
則
の
一
部
改
正
）

公
立
学
校
職
員
の
宿
日
直
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
栃
木
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

第
四
条

に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
宿
直
勤
務
、
日
直
勤
務
）

（
宿
直
勤
務
、
日
直
勤
務
）



宿
直
勤
務
又
は
日
直
勤
務
と
は
、
学
校
職
員
の
勤

宿
直
勤
務
又
は
日
直
勤
務
と
は
、
学
校
職
員
の
勤

第
二
条

第
二
条

務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年

務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年

栃
木
県
条
例
第
五
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

栃
木
県
条
例
第
五
号
）
第
七
条
第
二
項

に
規
定
す
る

正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る

正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す

法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す

る
休
日
及
び
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
一
月
三
日
ま
で

る
休
日
及
び
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
一
月
三
日
ま
で

の
日
（
同
法
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
）
並
び
に
国
の

の
日
（
同
法
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
）
並
び
に
国
の

行
事
の
行
わ
れ
る
日
で
任
命
権
者
が
指
定
す
る
日
に
本
来

行
事
の
行
わ
れ
る
日
で
任
命
権
者
が
指
定
す
る
日
に
本
来

の
勤
務
に
従
事
し
な
い
で
行
う
校
舎
、
設
備
、
備
品
、
書

の
勤
務
に
従
事
し
な
い
で
行
う
校
舎
、
設
備
、
備
品
、
書

類
等
の
保
全
、
外
部
と
の
連
絡
、
文
書
の
収
受
及
び
校
内

類
等
の
保
全
、
外
部
と
の
連
絡
、
文
書
の
収
受
及
び
校
内

の
監
視
並
び
に
寄
宿
生
に
対
す
る
介
護
、
及
び
学
校
農
場

の
監
視
並
び
に
寄
宿
生
に
対
す
る
介
護
、
及
び
学
校
農
場

等
の
管
理
等
を
目
的
と
す
る
勤
務
を
い
う
。

等
の
管
理
等
を
目
的
と
す
る
勤
務
を
い
う
。

（
宿
日
直
手
当
）

（
宿
日
直
手
当
）

略

略

第
三
条

第
三
条

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

合
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

一
・
二

略

一
・
二

略

三

校
舎
内
に
居
住
す
る
職
員
が
、
宿
日
直
勤
務
を
し
た

場
合

勤
務
一
回
に
つ
き
五
百
八
十
円
と
す
る
。

四

職
員
住
宅
に
居
住
す
る
職
員
が
、
そ
の
職
員
住
宅
に

お
い
て
宿
日
直
勤
務
を
し
た
場
合

勤
務
一
回
に
つ
き

五
百
八
十
円
と
す
る
。

五

そ
の
他
前
二
号
に
準
ず
る
場
合

勤
務
一
回
に
つ
き

百
六
十
円
と
す
る
。

（
栃
木
県
公
立
学
校
職
員
の
超
過
勤
務
手
当
、
休
日
給
及
び
夜
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

栃
木
県
公
立
学
校
職
員
の
超
過
勤
務
手
当
、
休
日
給
及
び
夜
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
栃
木
県
教
育

第
五
条

委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
条
例
第
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
超
過
勤
務
手

（
条
例
第
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
超
過
勤
務
手

当
を
支
給
し
な
い
時
間
等
）

当
を
支
給
し
な
い
時
間
等
）

条
例
第
十
条
の
二
第
三
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で

条
例
第
十
条
の
二
第
三
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で

第
三
条

第
三
条

定
め
る
時
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
時
間
と
す
る
。
た

定
め
る
時
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
時
間
と
す
る
。
た

だ
し
、
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関

だ
し
、
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関

す
る
条
例
（
平
成
七
年
栃
木
県
条
例
第
五
号
。
以
下
「
勤

す
る
条
例
（
平
成
七
年
栃
木
県
条
例
第
五
号
。
以
下
「
勤

務
時
間
等
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
条

務
時
間
等
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
条

例
第
十
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
割
振
り
変
更
前
の
正

例
第
十
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
割
振
り
変
更
前
の
正

規
の
勤
務
時
間
（
以
下
「
割
振
り
変
更
前
の
正
規
の
勤
務

規
の
勤
務
時
間
（
以
下
「
割
振
り
変
更
前
の
正
規
の
勤
務

時
間
」
と
い
う
。
）
を
超
え
て
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間

時
間
」
と
い
う
。
）
を
超
え
て
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間

中
に
勤
務
し
た
時
間
が
当
該
各
号
に
掲
げ
る
時
間
を
合
計

中
に
勤
務
し
た
時
間
が
当
該
各
号
に
掲
げ
る
時
間
を
合
計

し
た
時
間
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
割
振
り
変
更
前

し
た
時
間
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
割
振
り
変
更
前

の
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間

の
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間

中
に
勤
務
し
た
時
間
に
相
当
す
る
時
間
と
す
る
。

中
に
勤
務
し
た
時
間
に
相
当
す
る
時
間
と
す
る
。

一

勤
務
時
間
等
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
割
振
り
変

一

勤
務
時
間
等
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
割
振
り
変

更
前
の
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
時
間
を
割
り

更
前
の
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
時
間
を
割
り

振
ら
れ
た
日
（
以
下
「
割
振
り
変
更
後
の
勤
務
日
」
と

振
ら
れ
た
日
（
以
下
「
割
振
り
変
更
後
の
勤
務
日
」
と



い
う
。
）
の
属
す
る
週
に
休
日
給
の
支
給
対
象
日
（
条

い
う
。
）
の
属
す
る
週
に
休
日
給
の
支
給
対
象
日
（
条

例
第
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
正
規
の
勤
務
時
間
（
勤

例
第
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
正
規
の
勤
務
時
間
（
勤

務
時
間
等
条
例
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
正
規

務
時
間
等
条
例
第
七
条
第
二
項

に
規
定
す
る
正
規

の
勤
務
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
中
に
勤
務
し
た

の
勤
務
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
中
に
勤
務
し
た

職
員
に
休
日
給
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
日
を
い

職
員
に
休
日
給
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
日
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
職
員
が

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
職
員
が

当
該
休
日
給
の
支
給
対
象
日
の
正
規
の
勤
務
時
間
中
に

当
該
休
日
給
の
支
給
対
象
日
の
正
規
の
勤
務
時
間
中
に

勤
務
し
た
と
き
に
お
け
る
当
該
正
規
の
勤
務
時
間
中
の

勤
務
し
た
と
き
に
お
け
る
当
該
正
規
の
勤
務
時
間
中
の

勤
務
時
間
に
相
当
す
る
時
間

勤
務
時
間
に
相
当
す
る
時
間

二

略

二

略

２

略

２

略

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
職
員
の

勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
第
四
条
の
七
第
二
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
五
月
の

期
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
月
の
期
間
（
令
和
元
年
十
一
月
以
後
の
期
間
に
限
る
。
）
」
と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
教
育
委
員
会
が
定
め
る
。（

総
務
課
）


